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はじめに 

 

政府は、平成 19 年 6 月に「企業が反社会的勢力に

よる被害を防止するための指針」を策定しました。本資

料は、企業における反社会的勢力への対応の実態や、

同「指針」の導入状況等を把握するため、平成 24 年 7

月に全国の企業 10,000 社を対象として、反社会的勢

力による不当要求の有無やその内容、「指針」に基づ

いた反社会的勢力との関係遮断の取組状況、行政機

関への要望等についてアンケート調査した結果をとりま

とめたものです。 

ご多用の中、調査に快くご協力いただきました各企

業関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 
 

Ⅰ  調査の概要 

 

１ 調査の方法、対象等 

本アンケート調査の方法、対象等は次のとおり。 

① 調査方法 郵送法 

② 調査対象 全国の企業 10,000 社に対して調査票 

       を送付して調査を行った。 

③ 調査時期 平成 24 年 7 月 

２ 回収結果 

調査票の回収数は、2,885 通（回収率 28.9％）であっ

た。 
 

Ⅱ  回答企業のプロフィール 

表1　業種 （複数回答）

1. 建設業 430 (  14.9 % )

2. 製造業 237 (  8.2 % )

3. 運輸・通信業 257 (  8.9 % )

4. 不動産業 341 (  11.8 % )

5. 卸売・小売業（商社を含む） 268 (  9.3 % )

6. 銀行業 192 (  6.7 % )

7. 証券・保険業 150 (  5.2 % )

8. その他金融業 94 (  3.3 % )

9. 飲食業 186 (  6.4 % )

10. 電気・ガス・水道・熱供給業 19 (  0.7 % )

11. その他サービス業 989 (  34.3 % )

12. その他 413 (  14.3 % )

13. 無回答 0 (  0.0 % )

全　　体 2,885 (  100.0 % )  

 

表2　所在地

1. 北海道 254 (  8.8 % )

2. 東北地方 206 (  7.1 % )

3. 東京都 514 (  17.8 % )

4. 関東地方（東京都を除く） 271 (  9.4 % )

5. 中部地方 280 (  9.7 % )

6. 近畿地方 541 (  18.8 % )

7. 中国地方 236 (  8.2 % )

8. 四国地方 168 (  5.8 % )

9. 九州地方 412 (  14.3 % )

10. 不明および無回答 3 (  0.1 % )

合　　計 2,885 (  100.0 % )  

 

表3　売上高

1. 1,000万円未満 121 (  4.2 % )

2. 1,000万円以上3,000万円未満 82 (  2.8 % )

3. 3,000万円以上5,000万円未満 48 (  1.7 % )

4. 5,000万円以上1億円未満 95 (  3.3 % )

5. 1億円以上3億円未満 277 (  9.6 % )

6. 3億円以上5億円未満 252 (  8.7 % )

7. 5億円以上10億円未満 388 (  13.4 % )

8. 10億円以上100億円未満 1,011 (  35.0 % )

9. 100億円以上 546 (  18.9 % )

10. 無回答 65 (  2.3 % )

合　　計 2,885 (  100.0 % )  

 

表4　従業員数

1. 5人未満 236 (  8.2 % )

2. 5人以上10人未満 106 (  3.7 % )

3. 10人以上50人未満 753 (  26.1 % )

4. 50人以上100人未満 590 (  20.5 % )

5. 100人以上500人未満 725 (  25.1 % )

6. 500人以上1,000人未満 142 (  4.9 % )

7. 1,000人以上 325 (  11.3 % )

8. 無回答 8 (  0.3 % )

合　　計 2,885 (  100.0 % )  
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表5　企業特性

1. 上場企業(新興市場を除く) 199 (  6.9 % )

2. 新興市場(ジャスダック、 24 (  0.8 % )

マザーズ等)上場企業

3. その他の有価証券報告書 72 (  2.5 % )

提出企業

4. 上記以外の株式会社 2,042 (  70.8 % )

5. 有限、合名、合資会社 165 (  5.7 % )

6. 相互会社、信用金庫、 49 (  1.7 % )

信用組合等

7. 個人事業主 138 (  4.8 % )

8. その他の法人 183 (  6.3 % )

9. 無回答 13 (  0.5 % )

全　　体 2,885 (  100.0 % )  

 

表6　団体等への加盟の有無

1. 加盟している 2,132 (  73.9 % )

2. 加盟していない 629 (  21.8 % )

3. 無回答 124 (  4.3 % )

合　　計 2,885 (  100.0 % )  
 

表7　関連する官公庁 （複数回答）

1. 公安委員会 532 (  18.4 % )

2. 金融庁 462 (  16.0 % )

3. 消費者庁 49 (  1.7 % )

4. 総務省 201 (  7.0 % )

5. 国土交通省 1,037 (  35.9 % )

6. 法務省 100 (  3.5 % )

7. 外務省 12 (  0.4 % )

8. 財務省 141 (  4.9 % )

9. 文部科学省 74 (  2.6 % )

10. 環境省 270 (  9.4 % )

11. 厚生労働省 517 (  17.9 % )

12. 農林水産省 132 (  4.6 % )

13. 防衛省 34 (  1.2 % )

14. 経済産業省 312 (  10.8 % )

15. その他 319 (  11.1 % )

16. 無回答 227 (  7.9 % )

全　　体 2,885 (  100.0 % )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ  設問ごとの調査結果 

１ 不当要求等の実態について 

 

1.1 実際に受けた不当要求の有無について 

 過去５年間に反社会的勢力からの不当要求を受けた

経験がある企業の割合は、全体の 11.7％（337 社）であ

った。 

11.7 87.8

あった なかった
無回答
(0.5)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)

 

 

1.2 不当要求の頻度について 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

についてその頻度をみると、「６ヶ月に１回程度」と「１年

に１回程度」がそれぞれ 25.2％と多く、全体の 62.0％の

企業は、１年に最低１回以上の不当要求を受けていた。 

3.3

毎週

4.7

毎月

3.6

3ヶ月
に1回
程度

25.2

6ヶ月
に1回
程度

25.2

1年に
1回
程度

16.6

2～3年
に1回
程度

12.8

4～5年
に1回
程度

7.1

その他

無回答
(1.5)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=337)

1年に最低1回以上 (62.0%)

 
 

1.3 過去１年以内の不当要求の頻度について 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

のうち、過去１年以内に不当要求を受けた企業は

54.9％で、その頻度は「１年に１回程度」が 39.2％と最も

多く、次いで「６ヶ月に１回程度」（7.4％）が多い。 

毎週
（1.8）

毎月
（3.3）

3ヶ月
に1回
程度
（3.3）

6ヶ月
に1回
程度

7.4

1年に
1回
程度

39.2

過去1年
以内には
受けて
いない

36.2

その他

3.9

無回答

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=337)

過去１年以内に不当要求を受けた合計 (54.9%)
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1.4 不当要求の相手方の属性について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

が、その相手方をどのように認識したかをみると、「暴力

団員でないが何らかの関係を有する者」が 43.0％と最も

多く、以下「えせ同和」（34.4％）、「暴力団員」（31.2％）、

「えせ右翼」（24.9％）と続く。 

暴力団員でないが

何らかの関係を有する者

えせ同和

暴力団員

えせ右翼

暴力団員が経営に関与

している企業又は従業員

総会屋

外国人マフィアなど

国際犯罪組織

相手が何者か

わからなかった

その他

無回答

43.0

34.4

31.2

24.9

10.7

2.4

0.0

12.5

6.2

0.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=337)  

1.5 不当要求の相手方の自称について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、その相手方がどのように名乗ったかをみると、

「同和」（28.8％）と「貴社からサービスの提供を受けた

者」（27.6％）が同程度で多い。これに「右翼構成員」

（15.4％）、「社会的、政治的な活動家」（14.8％）が続く。 

同和

貴社からサービスの

提供を受けた者

右翼構成員

社会的、政治的な活動家

暴力団

近隣住民

善意の第三者

貴社の商品購入者

属する地域や職域に

既得権益を主張する者

コンサルタント業者

業界の仕切り役

総会屋

その他

無回答

28.8

27.6

15.4

14.8

9.8

8.9

8.9

7.7

6.8

3.3

2.4

1.2

11.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=337)

 

 

1.6 不当要求の態様について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、不当要求行為の内容をみると、「因縁を付け

て金品や値引きを要求」（39.2％）、「物品購入やリース

契約を要求」（32.6％）の順で多い。以下「寄付金、賛助

金、会費等を要求」（19.6％）、「工事発注や下請参入等

を要求」（11.6％）と続く。 

因縁を付けて

金品や値引きを要求

物品購入や

リース契約を要求

寄付金、賛助金、

会費等を要求

工事発注や

下請参入等を要求

特定相手と取引すること、

しないことを要求

みかじめ料や

用心棒料等を要求

口止め料を要求する行為

交通事故等の示談に

介入し、金品等を要求

施設を利用させることを

要求する行為

不当な方法で

債権を取り立てる行為

建設工事を要求する行為

利息制限法に違反する

高金利債権の取り立て

預金または貯金の

受入れをすることを要求

借金、ローンの免除や

借金返済の猶予を要求

融資、手形の割引、

信用取引を要求する行為

土地、家屋の明渡し料、

立退き料等を要求

宅地等の売買、交換、

貸借等を要求する行為

株式の買取り等を

要求する行為

その他

無回答

39.2

32.6

19.6

11.6

3.9

3.3

2.4

2.4

2.1

1.8

1.8

1.2

1.2

0.9

0.9

0.6

0.6

0.3

15.4

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

(n=337)

 

 

具体的な組織名の内訳： 
山口組系暴力団 １５件 
稲川会系暴力団  １件 
住吉会系暴力団  ２件 
その他の指定暴力団 １０件 
その他の暴力団組織の組員 ４件 
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1.7 不当要求の際の具体的な脅しの内容について

（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、不当要求を拒否した場合にどのような危害を

加えられると認識したかをみると、「不安になるような漠

然とした危険」が 65.6％と最も多く、以下「営業の妨害」

（32.6％）、「会社に対する経済的被害」（20.5％）と続く。 

 

不安になるような

漠然とした危険

営業の妨害

会社に対する経済的被害

ビラ 、イ ンターネット、

街宣車等を使用した中傷

社員や家族に対する

身体的、経済的被害

取引の相手方に対する

危害

機関誌等を通じたスキャ

ンダル等秘密事項の公表

その他

無回答

65.6

32.6

20.5

16.0

11.6

3.6

2.7

9.2

4.5

0% 20% 40% 60% 80%

(n=337)

 

 

1.8 不当要求を受けた場所について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、不当要求を受けた場所をみると、「本社（主た

る営業場所）」が 59.6％と最も多く、以下「支社、支店、

出張所等常設の施設」（36.5％）、「現場事務所、営業所

等仮設施設や業務の現場」（16.0％）と続き、多くが自社

の関係施設において不当要求を受けている。 

本社(主たる営業場所)

支社、支店、出張所等

常設の施設

現場事務所、営業所等

仮設施設や業務の現場

待ち合わせ場所の

ホテルや飲食店等

相手方の支配下に

ある事務所等

偶発的な場所

従業員（役員を含む）の

自宅

無回答

59.6

36.5

16.0

5.6

5.3

5.0

2.1

1.5

0% 20% 40% 60% 80%

(n=337)

 

 

1.9 不当要求の手段について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、どのような手段で不当要求を受けたかをみる

と、「固定電話」（52.5％）と「反社会的勢力との直接の接

触（面会等）」（51.0％）が同程度で多い。これに「携帯電

話」（14.5％）、「郵便、宅配便等」（11.9％）が続く。 

 

固定電話

反社会的勢力との

直接の接触（面会等）

携帯電話

郵便、宅配便等

第三者を介した

間接的な接触

Ｅメール

その他

無回答

52.5

51.0

14.5

11.9

6.5

0.6

3.6

0.6

0% 20% 40% 60%

(n=337)

 

 

1.10 不当要求への措置結果について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、どのように対処したかをみると、「不当要求に

は一切応じなかった」企業が 81.0％と８割を超える。 

 一方、「不当要求の一部に応じた」が 14.5％、「不当要

求に全て応じた」が 3.9％と、何らかの形で要求を受け入

れた企業も２割弱となっている。 

 

不当要求には

一切応じなかった

不当要求の一部に応じた

不当要求に全て応じた

同業他社が要求に応じた

と聞いたことがある

無回答

81.0

14.5

3.9

3.0

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=337)

18.4%
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1.11 過去５年間に応じた要求額について 

 「不当要求の一部に応じた」、「不当要求に全て応じ

た」と答えた企業 62 社について、過去５年間に応じた不

当要求の合計金額をみると、「１万円以上 10 万円未満」

が 45.2％（28 社）と最も多く、これに「10 万円以上 50 万

円未満」（14.5％/９社）が続いており、50 万円未満の要

求に応じた企業が７割弱を占めた。 

 一方で、500 万円以上という高額の要求に応じた企業

が合わせて 8.0％（５社）となっている。 

9.7

1万円
未満

45.2

1万円
以上

10万円
未満

14.5

10万円
以上

50万円
未満

9.7

50万円
以上

100万円
未満

8.1

100万円
以上

500万円
未満

500万円
以上

1千万円
未満
（3.2）

1千万円
以上
（4.8）

現金換算
できない

（3.2）
無回答
（1.6）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=62)

 

 

1.12 過去５年間の不当要求の頻度について 

 「不当要求の一部に応じた」、「不当要求に全て応じ

た」と答えた企業62社について、過去５年間に不当要求

に応じた頻度をみると、「数年に１回」が 33.9％（21 社）と

最も多く、以下「毎年１回」（25.8％/16 社）、「年に２～５

回」（11.3％/７社）と続いている。 

6.5

年に
6回以上

11.3

年に
2～5回

25.8

毎年1回

33.9

数年に
1回

17.7

その他

4.8

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 不当要求への対応状況について（複数回答） 

 過去５年間に不当要求を受けたことがある企業 337 社

について、不当要求に対してどのように対応したかをみ

ると、「代表取締役等のトップ以下、組織として対応した」

（47.5％）、「警察等の外部の専門機関と連携して対応し

た」（44.2％）が多くなっている。次いで「反社会的勢力

対応部署が対応した」（34.7％）、「不当要求対応マニュ

アルに沿って対応した」（31.2％）が多い。 

 一方、「契約書等の暴力団排除条項を活用し対応し

た」（1.8％）、「暴力団排除条例を活用し対応した」

（0.9％）という回答は少ない。 

代表取締役等のトップ

以下、組織として対応した

警察等の外部の専門

機関と連携して対応した

反社会的勢力対応

部署が対応した

不当要求対応マニュアル

に沿って対応した

担当者のみで対応した

契約書等の暴力団排除

条項を活用し対応した

暴力団排除条例を

活用し対応した

その他

無回答

担当部署のみで対応した

反社会的勢力データベース

や情報を活用し対応した

47.5

44.2

34.7

31.2

22.6

22.0

15.4

1.8

0.9

7.4

2.7

0% 20% 40% 60%

(n=337)
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２ 「企業が反社会的勢力による被害を防止するた

めの指針」について 

 

2.1 「指針」について 

 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指

針」について、「知っていた」とする割合は 77.4％（2,232

社）にのぼり、「知らなかった」は 21.4％（617 社）となって

いる。 

77.4 21.4

知っていた 知らなかった 無回答
(1.2)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)

 

 

 

2.2 「指針」に沿った取組みについて 

 「指針」を知っていた企業 2,232 社のうち、「指針」に沿

って「取組みを行った」とする割合は 73.4％であった。こ

れを本アンケートの全回答企業 2,885 社でみると、「取組

みを行った」とする割合は 56.8％となる。 

【「指針」を知っていた企業】 

73.4 25.9

取組みを

行った
取組みを

行わなかった

無回答

(0.8)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2232)

 
 

【アンケート全回答企業】 

56.8 20.0

取組みを

行った

取組みを

行わなかった

回答対象外

及び無回答

23.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)

 

 

 

 

 

 

 

2.3 暴力団排除条例について 

 暴力団排除条例について、「知っていた」とする割合は

88.8％（2,562社）にのぼり、「知らなかった」は9.9％（287

社）となっている。 

88.8 9.9

知っていた 知らなかった
無回答

(1.2)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)

 

 

 

2.4 暴排条例施行に伴う取組みについて 

 暴排条例を知っていた企業 2,562 社のうち、施行に伴

う「取組みを行った」とする割合は 42.2％、「既に指針に

沿って取組みをしていたので、特段行わなかった」は

25.3％、「取組みを行わなかった」は 27.9％であった。 

 これを本アンケートの全回答企業 2,885 社でみると、

「取組みを行った」とする割合は 37.4％、「既に指針に沿

って取組みをしていたので、特段行わなかった」は

22.5％、「取組みを行わなかった」は 24.8％となる。 

【「暴力団排除条例」を知っていた企業】 

42.2

取組みを

行った

25.3

既に指針に

沿って取組みを

していたので、

特段行わ

なかった

27.9

取組みを

行わなかった

4.6

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2562)

 
【アンケート全回答企業】 

37.4 22.5 15.3

取組みを

行った

既に指針に

沿って取組みを

していたので、

特段行わ

なかった

24.8

取組みを

行わなかった

回答対象外

及び無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)
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2.5 反社会的勢力による被害防止のための取組み

内容について（複数回答） 

 「指針」に沿った取組みを行った、または暴排条例施

行に伴う取組みを行ったとする企業は 1,774 社（61.5％）

となった。その取組み内容をみると、「契約書等に暴力

団排除条項を盛り込んでいる（または盛り込む予定であ

る）」が 79.8％と特に多く、これに「対策の基本方針を示

し、社の内外に宣言した」（43.9％）、「組織全体として対

応する仕組みを導入した」（41.9％）が続く。 

 一方で、「ネット等を利用して相手が反社会的勢力か

確認」（18.6％）、「反社会的勢力のデータベースを業界

等と共有」（12.1％）といった、反社会的勢力との関係遮

断に向けた取組みは低調である。 

＜被害防止のための取組み状況＞ 

61.5

取組みを

行った

38.5

取組みを

行わなかった

及び回答対象外・

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)

 

＜取り組み内容＞ 

契約書等に暴力団排除条項を

盛り込んでいる（盛り込む予定）

対策の基本方針を示し、

社の内外に宣言した

組織全体として対応する

仕組みを導入した

社外の研修会や講習会

等を受講している

外部専門機関担当者と

緊密な連携関係を構築

不当要求防止責任者を

選任している

関係遮断について社の

内規に明文規程を設定

取引相手等が反社会的

勢力かの審査を実施

反社会的勢力対策の

周知の為の研修会を実施

不当要求発生時の対応

を統括する部署を設置

反社会的勢力に関する

情報収集を実施

不当要求対応マニュアル

等を作成している

反社会的勢力情報を集約

したデータベースの構築

ネット等を利用して相手が

反社会的勢力か確認

反社会的勢力のデータ

ベースを業界等と共有

その他・無回答

79.8

43.9

41.9

41.1

38.6

38.3

35.9

33.7

32.6

29.8

29.5

27.4

21.0

18.6

12.1

8.0

0% 20% 40% 60% 80%

(n=1774)

 

2.6 暴力団排除条項の導入時期について 

 「契約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいる（また

は盛り込む予定である）」と答えた企業 1,416 社について、

暴力団排除条項の導入時期をみると、「平成 23 年」が

30.2％と最も多い。「平成 18 年以前」は 16.2％となって

おり、「指針」が公表された平成 19 年以降平成 24 年ま

で導入した企業が７割以上を占める。 

16.2

平成
18年
以前

4.2

平成
19年

6.4

平成
20年

7.6

平成
21年

13.4

平成
22年

30.2

平成
23年

10.4

平成
24年

4.7

今後導
入予定
（H24年

中）

2.7

今後導
入予定
（H25年
以降）

無回答
(4.3)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=1416)

 
 

2.7 暴力団排除条項を盛り込んだ理由について（複

数回答） 

 暴力団排除条項を盛り込んだ（または盛り込む予定で

ある）企業 1,416 社について、その理由をみると、「暴排

条例が施行された」（47.2％）、「所属する業界団体等か

らの働きかけがあった」（42.4％）、「指針の趣旨に賛同し

た」（33.5％）の順で多い。また、「警察・全国暴追センタ

ー・企業防衛協議会の働きかけ」も 24.3％と比較的多い。 

 

暴排条例が施行された

所属する業界団体等

からの働きかけがあった

指針の趣旨に賛同した

暴排条例の存在に関係

なく会社独自の判断

警察･全国暴追センター･

企業防衛協議会の働きかけ

所管行政官庁からの

働きかけがあった

顧問弁護士からの

働きかけがあった

その他

無回答

47.2

42.4

33.5

25.9

24.3

21.1

4.8

5.8

3.8

0% 20% 40% 60%

(n=1416)
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2.8 暴力団排除条項の活用について 

 「契約書等に暴力団排除条項を盛り込んでいる（また

は盛り込む予定である）」と答えた企業 1,416 社のうち、

暴力団排除条項を「活用して契約等を解約（解除）した」

企業は 9.5％あった。「活用したことがない（該当する事

例がない）」企業が 80.2％にのぼる。「活用したことがな

い（事例はあるが迷っている）」とする企業は 3.5％となっ

ている。 

80.2 9.5 6.9

活用したこと
がない（該当す
る事例がない）

3.5

活用したこと
がない（事例

があるが
迷っている）

活用して
契約等を解約
（解除）した 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=1416)

 
 

2.9 データベースの構築状況について 

 前記 2.5 で「反社会的勢力情報を集約したデータベー

スを構築している」と答えた企業 373 社について、情報

の蓄積件数をみると、「10 万件以上」が 24.9％と４分の１

を占めるが、「100 件未満」にとどまる企業も 17.7％と多

い。 

17.7

100件
未満

8.3

100件
以上
500件
未満

7.8

500件
以上
1千件
未満

12.6

1千件
以上
5千件
未満

5.4

5千件
以上

１万件
未満

7.0

1万件
以上
5万件
未満

2.1

5万件
以上

10万件
未満

24.9

10万件
以上

14.2

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=373)

 

 

2.10 反社会的勢力への各種対応を実施しない理

由について（複数回答） 

 「指針」に沿った取組みを行わなかった、かつ、暴排条

例施行に伴う取組みを行わなかった企業 436 社につい

て、その理由をみると、「不当要求等の被害を実際に経

験したことがない」が 50.5％と最も多く、以下「具体的に

何をすればよいのか分からない」（40.4％）、「不当要求

等があった場合に状況に応じて対応」（32.6％）と続く。 

 実際に不当要求等を受けた経験がない企業は、積極

的に反社会的勢力との関係を遮断するという意識が希

薄で、具体的な取組みの実施につながりにくい実態が

みてとれる。 

 

不当要求等の被害を

実際に経験したことがない

具体的に何をすれば

よいのか分からない

不当要求等があった

場合に状況に応じて対応

取引相手が限定されている

知らなかったがアンケート

をきっかけに取組みたい

対応を検討するには

事務手続が煩雑で面倒

関心がなく、対策を講じる

必要性を感じない

個人情報保護法との

関係があり導入できない

新たにコストがかかるなど

利益とならない

排除すると報復等が恐い

ため、導入できない

取引相手に対して失礼だ

その他

無回答

50.5

40.4

32.6

23.2

11.5

5.5

4.1

2.5

2.5

2.1

0.7

7.1

6.2

0% 20% 40% 60%

(n=436)

 
 

2.11 暴排条例施行の効果について 

 暴排条例を知っていた企業 2,562 社のうち、施行につ

いて「効果がある」とする割合は 63.3％となっている。「効

果がない」とする割合は 1.3％と低いが、「効果があるか

分からない」とする割合が 31.2％におよぶ。 

 これを本アンケートの全回答企業 2,885 社でみると、

「効果がある」が 56.2％、「効果があるか分からない」が

27.7％となる。 

【「暴力団排除条例」を知っていた企業】 

63.3 4.2

効果がある 効果がない
(1.3)

31.2

効果があるか
分からない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2562)

 

【アンケート全回答企業】 

 

56.2 14.9

効果がある 効果がない
(1.1)

効果があるか
分からない

27.7

回答対象外
及び無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)
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2.12 警察の暴力団情報提供について 

 警察の暴力団情報提供制度について、「情報提供の

依頼をしたことがある」とする割合は 12.1％（350 社）、

「該当事例があったが情報提供を依頼しなかった」とす

る割合は 1.7％（48 社）、「該当事例がないので依頼した

ことがない」とする割合は 45.5％（1,312 社）となっている。

これらを合計すると、警察の暴力団情報提供制度を知っ

ていた割合は６割弱で、「知らなかった」とする割合は

37.7％（1,089 社）である。 

12.1 45.5 37.7

情報提供の
依頼をした
ことがある

該当事例が
あったが情報
提供を依頼
しなかった

(1.7)

該当事例が
ないので
依頼した

ことがない

知らなかった
無回答
(3.0)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(N=2885)

 
 

2.13 警察の暴力団情報提供の回数について 

 警察に暴力団情報提供の依頼をしたことがある企業

173 社について、情報提供の回数をみると、「１回」が

40.5％と最も多い。次いで「３～５回」（29.5％）が多く、複

数回依頼した企業が約６割を占める。 

 

40.5 29.5 15.0

1回 2回

15.0

3～5回 6回以上
無回答
(0.0)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=173)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1４ 行政機関への要望について（複数回答） 

 反社会的勢力との関係を遮断するために、行政機関

に実施して欲しい施策としては、「反社会的勢力に関す

る警察からの情報提供」（68.4％）が最も多く、７割弱に

のぼる。次いで「各自治体による暴排条例普及と効果的

な活用」（45.6％）が多い。 

 

反社会的勢力に関する

警察からの情報提供

各自治体による暴排条例

普及と効果的な活用

業所管省庁による業界等

への働きかけの強化

資金提供企業に罰則を

設ける等新法律の制定

法令に反社会的勢力排除

条項を加入等の整備

反社会的勢力による株式

取得排除の為の対応

業所管省庁によるコンプ

ラ イ アンス確保措置の強化

その他

無回答

68.4

45.6

28.4

28.2

21.3

19.1

16.7

2.7

7.3

0% 20% 40% 60% 80%

(N=2885)

 
 

※回答比率は回数の記入があった企業数に対するもの。 

  

調査主体 全 国 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー

 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会

 警 察 庁 刑 事 局 組 織 犯 罪 対 策 部

調査機関 株 式 会 社 日 経 リ サ ー チ

協 力 都 道 府 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー

 警 視 庁 ・ 各 道 府 県 警 察 本 部

  


